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17
塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
明
細
書
の
最
後
に
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
作
成
し
た
配
列
表
を
記
載
し
、
当
該
配
列
表
の
前
に
は「【
配
列
表
】」の
見
出
し
を
付
す
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
配
列
表
に
は
段
落
番
号
を
付
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
の
繰
り
返
し
記
載
（
配
列
表
に

つ
き
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
事
項
）
を
記
載
す
る
と
き
は
、
配
列
表
の
記
載
の
前
に
記
載
す
る
も
の
と
し
、
当
該

記
載
事
項
の
前
に
は
、「【
配
列
表
フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
】」の
見
出
し
を
付
す
。

18
明
細
書
（
配
列
表
は
除
く
。）に
は
、
原
則
と
し
て
、
発
明
の
詳
細
な
説
明
の
段
落
、
図
面
の
簡
単
な
説
明
の
図

の
説
明
若
し
く
は
符
号
の
説
明
又
は
配
列
表
の
フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
の
繰
り
返
し
記
載
の
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ「【
」
及

び
「
】」を

付
し
た
４
桁
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で「【

0001】」、「【
0002】」の

よ
う
に
連
続
し
た
段
落
番
号
を
付
す
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、「【
技
術
分
野
】」、「【

背
景
技
術
】」、「【

発
明
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題
】」、「【

課
題
を
解
決
す

る
た
め
の
手
段
】」、「【

発
明
の
効
果
】」、「【

発
明
を
実
施
す
る
た
め
の
最
良
の
形
態
】」、「【

実
施
例
】」、「【

産
業
上
の

利
用
可
能
性
】」、「【

図
面
の
簡
単
な
説
明
】」、「【

符
号
の
説
明
】」又
は「【
配
列
表
フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
】」の
見
出
し
の

次
に
段
落
番
号
を
付
し
、こ
れ
ら
の
見
出
し
の
前
に
段
落
番
号
を
付
し
て
は
な
ら
な
い
。ま
た
、「【
特
許
文
献
１
】」、

「【
非
特
許
文
献
１
】」、「【

化
１
】」、「【

数
１
】」、「【

表
１
】」、「【

図
１
】」の

よ
う
な
番
号
の
次
に
段
落
番
号
を
付
し

て
は
な
ら
な
い
。

様
式
第
二
十
九
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
2
9の
２
（
第
24条
の
４
関
係
）

【
書
類
名
】
特
許
請
求
の
範
囲

【
請
求
項
１
】

〔
備
考
〕

１
用
紙
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
（
横

21
‹
、
縦

29•
7
‹
）
の
大
き
さ
と
し
、
イ
ン
キ
が
に
じ
ま
ず
、
文
字

が
透
き
通
ら
な
い
も
の
を
縦
長
に
し
て
用
い
、
用
紙
に
は
不
要
な
文
字
、
記
号
、
枠
線
、
け
い
線
等
を
記
載
し
て

は
な
ら
な
い
。

２
余
白
は
、
少
な
く
と
も
用
紙
の
左
右
及
び
上
下
に
各
々
２
‹
を
と
る
も
の
と
し
、
原
則
と
し
て
そ
の
左
右
に
お

い
て
は
各
々
2•
3
‹
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３
書
き
方
は
左
横
書
、
１
行
は
40字
詰
め
と
し
、
１
ペ
ー
ジ
は
50行
以
内
す
る
。

４
文
字
は
、
10ポ
イ
ン
ト
か
ら
12ポ
イ
ン
ト
ま
で
の
大
き
さ
で
、
タ
イ
プ
印
書
等
に
よ
り
、
黒
色
で
、
明
り
よ
う

に
か
つ
容
易
に
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
書
き
、
平
仮
名
（
外
来
語
は
片
仮
名
）、
常
用
漢
字
及
び
ア
ラ
ビ

ア
数
字
を
用
い
る
。
ま
た
、「【
」、「
】」、「
▲
」
及
び
「
▼
」
は
用
い
て
は
な
ら
な
い
（
欄
名
の
前
後
に「【
」及
び「
】」

を
用
い
る
と
き
を
除
く
。）。

５
特
許
請
求
の
範
囲
が
複
数
枚
に
わ
た
る
と
き
は
、
各
ペ
ー
ジ
の
上
の
余
白
部
分
の
右
端
に
ペ
ー
ジ
数
を
記
入
す

る
。

６
各
用
紙
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
抹
消
、
訂
正
、
重
ね
書
き
及
び
行
間
挿
入
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

７
文
章
は
口
語
体
と
し
、
技
術
的
に
正
確
か
つ
簡
明
に
特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要

と
認
め
る
事
項
の
す
べ
て
を
出
願
当
初
か
ら
記
載
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
文
献
を
引
用
し
て
特
許
請

求
の
範
囲
の
記
載
に
代
え
て
は
な
ら
な
い
。

８
技
術
用
語
は
、
学
術
用
語
を
用
い
る
。

９
用
語
は
、
そ
の
有
す
る
普
通
の
意
味
で
使
用
し
、
か
つ
、
明
細
書
及
び
特
許
請
求
の
範
囲
全
体
を
通
じ
て
統
一

し
て
使
用
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
の
意
味
で
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
を
定
義
し
て
使
用

す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

10
登
録
商
標
は
、
当
該
登
録
商
標
を
使
用
し
な
け
れ
ば
当
該
物
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
使
用

し
、
こ
の
場
合
は
、
登
録
商
標
で
あ
る
旨
を
記
載
す
る
。

11
微
生
物
、
外
国
名
の
物
質
等
の
日
本
語
で
は
そ
の
用
語
の
有
す
る
意
味
を
十
分
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
技

術
用
語
等
は
、
そ
の
日
本
名
の
次
に
括
弧
を
し
て
そ
の
原
語
を
記
載
す
る
。

12
微
生
物
の
寄
託
に
つ
い
て
付
さ
れ
た
受
託
番
号
は
、
そ
の
微
生
物
名
の
次
に
記
載
す
る
。

13
化
学
物
質
を
記
載
す
る
場
合
に
お
い
て
、
物
質
名
だ
け
で
は
そ
の
化
学
構
造
を
直
ち
に
理
解
す
る
こ
と
が
困
難

な
と
き
は
、
物
質
名
に
加
え
、
化
学
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
化
学
式
を
な
る
べ
く
記
載
す
る
。

14
「
特
許
請
求
の
範
囲
」
は
、
第
24条
の
３
並
び
に
特
許
法
第
36条
第
５
項
及
び
第
６
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

従
い
、
次
の
要
領
で
記
載
す
る
。

イ
「
特
許
請
求
の
範
囲
」
の
記
載
と
「
明
細
書
」
の
記
載
と
は
矛
盾
し
て
は
な
ら
ず
、
字
句
は
統
一
し
て
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ
請
求
項
の
記
載
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
願
書
に
添
付
し
た
図
面
に
お
い
て
使

用
し
た
符
号
を
括
弧
を
し
て
用
い
る
。

ハ
他
の
請
求
項
を
引
用
し
て
請
求
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
そ
の
請
求
項
は
、
原
則
と
し
て
引
用
す
る
請
求
項

に
続
け
て
記
載
す
る
。

ニ
他
の
２
以
上
の
請
求
項
を
引
用
し
て
請
求
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
を
択
一
的
に
引
用

し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
に
同
一
の
技
術
的
限
定
を
付
し
て
記
載
す
る
。

ホ
請
求
項
に
付
す
番
号
は
、「【
請
求
項
１
】」、「【

請
求
項
２
】」の
よ
う
に
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
請
求
項
を

引
用
し
て
請
求
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
引
用
さ
れ
る
請
求
項
に
付
し
た
番
号
を
「
請
求
項
１
」、「
請
求
項
２
」

の
よ
う
に
記
載
す
る
。

15
化
学
式
等
を
特
許
請
求
の
範
囲
中
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
化
学
式
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

化
学
式
の
記
載
の
前
に「【

化
１
】」、「【

化
２
】」の

よ
う
に
、
数
式
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
数
式
の
記
載
の

前
に「【

数
１
】」、「【

数
２
】」の

よ
う
に
、
表
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
表
の
記
載
の
前
に「【

表
１
】」、「【

表
２
】」の
よ
う
に
記
載
す
る
順
序
に
よ
り
連
続
番
号
を
付
し
て
記
載
す
る
。
化
学
式
等
は
、
横
170
¤
、
縦
255
¤
を

超
え
て
記
載
し
て
は
な
ら
ず
、
１
の
番
号
を
付
し
た
化
学
式
等
を
複
数
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

様
式
第
三
十
の
備
考
２
中
「150

」
を
「170

」
に
、「245

」
を
「255

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
12
の
イ
中
「明

細
書

」
の
下
に
「又

は
特
許
請
求
の
範
囲

」
を
加
え
る
。

様
式
第
三
十
一
の
備
考
３
中
「36

」
を
「40

」
に
、「、

各
行
の
間
隔
は
少
な
く
と
も
４
¤
以
上
を
と
り

」を
削
り
、

「29

」
を
「50

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
及
び
11
中
「明

細
書

」
の
下
に
「、

特
許
請
求
の
範
囲

」
を
加
え
、

同
様
式
の
備
考
12
中
「150

」
を
「170

」
に
、「245

」
を
「255

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
一
の
二
中 「【

書
類
名
】
外
国
語
明
細
書

１
T
itle
o
f
In
v
e
n
tio
n

２
C
la
im
s

３
D
e
ta
ile
d
D
e
sc
rip
tio
n
o
f
In
v
e
n
tio
n

４
B
rie
f
D
e
sc
rip
tio
n
o
f
D
ra
w
in
g
s

£

を「【
書
類
名
】
外
国
語
明
細
書
」

に

改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「第

24条
の
３
並
び
に

」
及
び
「、

第
５
項
及
び
第
６
項

」
を
削
る
。

様
式
第
三
十
一
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
3
1の
２
の
２
（
第
25条
の
５
関
係
）

【
書
類
名
】
外
国
語
特
許
請
求
の
範
囲

〔
備
考
〕

１
「
外
国
語
特
許
請
求
の
範
囲
」
は
、
第

24条
の
３
並
び
に
特
許
法
第

36条
第
５
項
及
び
第
６
項
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
従
い
記
載
す
る
。

２
「【
書
類
名
】
外
国
語
特
許
請
求
の
範
囲
」
は
、
日
本
語
で
記
載
す
る
。

３
そ
の
他
は
、
様
式
第
29の
２
の
備
考
と
同
様
と
す
る
。

様
式
第
三
十
一
の
五
中 「【提

出
物
件
の
目
録
】

【
物
件
名
】

外
国
語
明
細
書
の
翻
訳
文

１
【
物
件
名
】
（
外
国
語
図
面
の
翻
訳
文

１
）

【
物
件
名
】

外
国
語
要
約
書
の
翻
訳
文

１
」

を 「【
提
出
物
件
の
目

【
物
件
名
】

【
物
件
名
】

【
物
件
名
】

【
物
件
名
】

録
】外
国
語
特
許
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
１

外
国
語
明
細
書
の
翻
訳
文

１
(外
国
語
図
面
の
翻
訳
文

１
）

外
国
語
要
約
書
の
翻
訳
文

１

」 に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「外

国
語
明
細
書

」
の
下
に

「、
外
国
語
特
許
請
求
の
範
囲

」
を
加
え
る
。

›


